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1

骨子案の概要に『「原則インターネット上に設置
する電子掲示場への掲示」と改めます。』とある
が、原則との文言は不要ではないか。なお、原則
と置く必要があるのであれば、その事例を記載す
ることもご検討ください。

３　条例
改正の骨
子

1

インターネット回線に障害が
発生した場合等、市のホーム
ページへの掲示が出来ない場
合は、従来どおり紙の告示文
書を掲示する想定でございま
す。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。
なお、条例の改正案において、市の
ホームページへの掲示を原則としつ
つ、「ただし、自動公衆送信に係る
障害その他特別の事由があるとき
は、別表の掲示場に掲示することに
より行うことができるものとす
る。」という規定を当初より設ける
予定としておりました。

2
骨子案の概要版と本編で記載の不一致があった
り、骨子案の文章が全体的に冗長で、同じ内容の
繰り返しが多いので、修正してはどうか。

― 2

骨子案を元に条例の改正議案
を作成する際や、改正後に広
報する際には、適切な表現や
分かりやすい文章となるよう
努めてまいります。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。

3
手軽に見たり検索できる方が圧倒的に便利だと考
えるため、骨子案に賛成する。

― 3

市のホームページ上に電子掲
示板を作成する際には、検索
が容易になるような分かりや
すい表現やジャンル分けに努
めてまいります。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。

4

骨子案のとおり市の広告を市のホームページへの
掲載とすることは良いと思うが、インターネット
環境を持たない市民のための措置は講じるべきで
ある。

― 6

インターネットにアクセスす
る端末が無い方は、各図書館
及び区役所の情報公開コー
ナーにてインターネットに接
続できる端末をご使用いただ
けます。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。
条例の改正案においては、公告式条
例で規定しなくとも各区役所及び情
報公開コーナーの端末は使用いただ
けるため規定いたしません。なお、
インターネットにアクセスする端末
が無い方はこれらの場所で端末を使
用して閲覧できる旨は、周知をして
まいります。

5
市のホームページは、検索する為の単語やジャン
ル分けが役所単語・公的言葉・公文書すぎて利用
者がページまでたどり着けない。

― 1

今回の改正案により、市の
ホームページ上に電子掲示板
を作成する際には、分かりや
すい表現やジャンル分けに努
めてまいります。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。

6

骨子案は良い試みと思うが市のホームページに掲
載するだけでなく、条例改正時には要点のみでも
市報に掲載する、XやLINE等を活用して周知を図
る、分かりやすい概要や見やすい概要を作成して
ホームページに掲載する等、周知の方法を工夫す
べき。

― 4

公告式条例は条例の公布等の
方法を規定するものであり、
その後の広報に関することを
改正案に規定することは困難
ですが、公布した条例等の広
報につきましては、いただい
たご意見のとおり市民の皆様
に知っていただけるよう周知
の方法を工夫するよう、庁内
で周知いたします。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。

7

電子的な掲示の方がコストが削減できると書かれ
ているが、実際にかかる費用の比較を定量的に実
施すべきです。業者に電磁的な掲示を委託する場
合など、意外とコストが高くなる場合があるから
です。

４　条例
改正によ
り期待さ
れる効果

1

今回の改正案では、条例等の
公布を市のホームページへ掲
示することにより行うことと
なりますが、掲示の作業は職
員が直接行う予定のため、新
たな委託料の支出は予定して
おりません。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。

8
今後、電子化された際はアーカイブからコンテン
ツごとに検索できる機能があると助かります。

― 1

条例、規則等のジャンルごと
に、公布した年度の翌年度末
まで掲載する予定です。ホー
ムページ上でコンテンツごと
に検索する機能はございませ
んが、ホームページ上に公布
したものの一覧は掲載する予
定でございます。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。

9

さいたま市のホームページを開くことによって、
理解するまで何度も見られるのは現代に相応しい
対応であると言えます。ただ、区役所側では、閲
覧した区民の数字を承知することは必要と考えま
す。

― 1

市のホームページにおいて、
ページごとに閲覧者数を集計
することが可能ですので、ど
れくらいの方が閲覧されてい
るかについては、注視してま
いります。

骨子案のとおり条例の改正案を策定
してまいります。

■　集計結果

修 正 項 目 数 ０件

「さいたま市公告式条例の一部を改正する条例（骨子案）」に対する意見募集結果

意 見 提 出 者 数 １８名

意 見 項 目 数 ９件


